
地区 濁川地区

区分 番号 要望等 所管課 関連質問

要望 1
市道新崎濁川1号線の急カーブ緩和につい
て（継続）

建設課
有

R4同様

要望 2
阿賀野川右岸堤防道路への取り付け道路に
ついて（継続）

建設課
有

R4同様

要望 3
新崎駅前（北口）の土地区画整理事業に関
する道路整備について（継続）

建設課
有

R4同様
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令和５年度 区長と語る会 照会帳票 
 
【 濁川地区 】 
 
【協議 ・ 要望 ・ 連絡 】事項 1 

※所管課：北区建設課 
【協議・要望・連絡等】 
 

○市道新崎濁川１号線の急カーブ緩和について(継続) 

 

市道新崎濁川１号線は，旧国道７号線に架かる久平橋を起点に濁川連絡所，濁川小

学校を経由して濁川東自治会館を過ぎた地点から，右に急カーブし，新新バイパスを

くぐって変則の濁川インターに接続しております。 

公共施設集積地と濁川インターの間に存在するこの急カーブは，交通量が多いにも

かかわらず迂回路が無く，地域の交通危険箇所となっており，度々事故が発生してお

ります。 

昨年度の回答では，当面の安全対策を実施したとありましたが，今後の道路改良の

実施に向けた計画をお知らせください。 

 

 

 

※【回答】 

 

 従前から当該箇所の危険性については認識しています。 

道路改良による交通安全対策については、用地の取得が困難なために進められない

のが実情です。今後も現計画の実施の可能性について検討していきますが、場合によ

っては他の方策を視野に入れることも必要であると考えています。 

 なお、既存の安全対策である路面標示の引き直しなど、通常の維持管理に関するご

要望があれば随時対応していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

令和５年度 区長と語る会 照会帳票 
 
【 濁川地区 】 
 
【協議 ・ 要望 ・ 連絡 】事項 2 

※所管課：北区建設課 
【協議・要望・連絡等】 
 

 〇阿賀野川右岸堤防道路への取り付け道路について（継続） 

 

 つくし野地区（約６１０世帯）では，地域から他の地区へ移動する際，５系統の道

路があります。 

 地区を東西に走る中央通りの先では，阿賀野川右岸堤防で下流側への取り付け道 

路ありますが，上流側への取り付け道路はなく，地区住民は非常に不便をきたしてお

ります。 

 つきましては，地区住民の交通の利便性向上，また災害時の避難道路確保のために

も欠かせないと思われますので，上流側への取り付け道路の新設を是非お願いいたし

ます。 

 昨年度，測量及び設計を実施し，関係機関と協議を行うとの回答をいただきました

が，その後の進捗状況はいかがですか。 

 

※【回答】 

 

 今年度工事に着手する予定で、昨年度から測量及び設計、関係機関や埋設物管理者

との協議を進めてきたところですが、現在、道路構築に伴う埋設物の防護工が非常に

大きな課題となっています。そのため、予定していた今年度の工事着手は困難な状況

です。 

 また、埋設物の防護工を含む工事全体の規模は、当初の想定よりも遥かに大きくな

るため、スケジュールや財源の確保などの事業計画の見直しが必要となっています。 
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【 濁川地区 】 
 
【協議 ・ 要望 ・ 連絡 】事項 3 

※所管課：北区建設課 
【協議・要望・連絡等】 
 

〇新崎駅前(北口)の土地区画整理事業に関連する道路整備について（継続） 

 

   新崎駅北口については，（仮称）新崎駅前土地区画整理組合設立準備組合が立ち

上がり，今後整備が進んでいくものと期待しております。 

   整備が進むと同時に，周りを取り巻く道路整備も重要になると考えております。 

   つきましては，以下の 3 点について要望します。 

 ①新崎駅北口線路ガードから 30ｍ付近を通る 5～6ｍ道路の脇に新井郷川に繋がる 

  用排水路がありますが，その水路を埋めると幅員 15ｍの道路となります 

 ②その道路の延長線上に新井郷川がありますが，そこに橋を架け，早通方面まで行 

ける道路とする 

 ③バイパスの濁川インターから新崎方面にくる道路は旧７号線でＴ字路となります 

  が，その先松潟，兄弟堀，岡方に通ずる直進道路を新設し，利便性を高める 

 

   昨年度，限られた予算の中で大規模な新規の道路整備は非常に厳しい状況であ

るとのことでした。 

壮大な要望ではありますが，何卒，よろしくお願いいたします。 

 

※【回答】 

 

この度は、新潟都市計画区域 区域区分の全体見直しに伴う、土地利用の活用に

ついて、ご提案いただき大変ありがとうございました。 

  残念な結果ではありましたが、今後も引き続き市政にご理解とご協力をお願いい

たします。 

また、今後もまちづくり等に関するご提案などがございましたら、区としても協

力しますので、その際には、ご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 


